


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

① 身上保護 

ア） 医療に関すること（診療契約、入院契約、医療費の支払いなど） 

イ） 住居の確保に関すること（賃貸借契約、賃料の支払など） 

ウ） 施設などの入退所に関すること（施設契約、施設費支払など） 

エ） 介護や生活維持に関すること（介護契約、生活保護申請、利用料支払など） 

オ） 教育やリハビリに関すること 

② 財産管理 

ア） 印鑑、貯金通帳の保管や管理 

イ） 不動産の維持や管理（固定資産税の支払を含む） 

ウ） 保険金、年金などの受領や管理 

エ） 必要な経費（公共料金など）の支出 

オ） 遺産分割協議、遺留分減殺請求などの法律行為 

※保佐・補助については、上記①及び②の各代理権を定めた場合。 

③ 本人が亡くなった後のこと（後見のみが対象であり、保佐・補助は対象外です。また、要件を満たしている

こと、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。） 

ア） 個々の相続財産の保存に必要な行為 

イ） 弁済期が到来した債務の弁済（医療費、公共料金の支払い等） 

ウ） 火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為 

  

成年後見制度の手続きの流れ 

 

① 食事や排泄などの介助や清掃、送迎、病院などへの付添いなど 

 

② 身元保証人、身元引受人、入院保証人などになること 

 

③ 注射や手術など本人の医療的行為に対して同意すること 

 

④ 結婚、離婚、養子縁組、離縁などの権利を代理すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越市において、市長が申立てを行う場合 

（後見の申立てに限ります） 

□2 親等内の親族がいない場合 

□本人が申立てを出来ない場合 

□事情があって市長が必要と判断する場合など 

審問
しんもん

 

必要に応じ、裁判官による事情の
聞き取り 

調査
ちょうさ

 

家庭裁判所調査官による調査(申立

人、本人、成年後見人等候補者等) 

鑑定
かんてい

 

後見と保佐は、本人の判断能力に
ついて鑑定が必要な場合があり
ます。（鑑定が必要な場合は、別
途費用がかかります。） 

〇申立て手続き 

案内窓口 
・新潟家庭裁判所 

高田支部 

 

○制度の相談窓口 
・最寄りの 
地域包括支援センター 

 

・上越市 

成年後見支援センター 
（上越社会福祉協議会内） 

 
・すこやかなくらし 
支援室 

（上越市福祉課内） 

 
 
 
○利用助成の相談窓口 
 
・上越市 

福祉課 
（障害のある人） 

高齢者支援課 
（65 歳以上の人） 

まずは、お気軽にご相談ください！ 

申立て先 
【 新潟家庭裁判所 高田支部 】 
TEL：524-5160 住所：大手町 1-26 

 

審判手続き 

支援の開始 

審判 
●後見・保佐・補助開始の申立て 

＊申立てできる人 

本人、配偶者、四親等内の親族、市長など 

 

●任意後見監督人選任の申立て 

＊申立てできる人 

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申立てに必要なもの】 

申立書、財産目録、診断書、戸籍謄本、住
民票、登記されていないことの証明書など 
※後見、保佐、補助の類型によって提出書
類が異なります。 

※申立て書類は家庭裁判所のホームペー
ジにあります。 

※申立て費用はおおよそ 10,000 円程度
です。 

成年後見人等の選任 

成年後見人等が第三者（※）の

場合等、報酬等の支払いが発

生します。報酬等は家庭裁判

所が被後見人の財産状況と業

務内容に応じて決めます。 

●
判
断
能
力
が
不
十
分
な
時 

●法定後見制度● 

認知症、知的障害、精神障害などの理由に

より判断能力が不十分なため、福祉サービ

スの契約や財産の管理が一人でできない。 
・利用するサービスの契約を結ぶ時 

・適切な金銭管理が心配な時 

・遺産分割をしたい時 

・家や不動産を売りたい時 

●
判
断
能
力
が
十
分
に
あ
る
時 

●任意後見制度● 
判断能力が不十分になった時の

ために備え、公正証書で任意後

見受任者と契約を結ぶ。 

⇒公証役場にて手続き 

【 上越公証役場 】 

TEL：522-4104  

住所：西城町 2-10-25 大島ビル 1 階 

●
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
時 

家庭裁判所での手続き 

※弁護士、司法書士、社会福祉士など 

※申立て後は裁判所の許可を得なければ 

取り下げることは出来ません。 

○  成年後見人等ができること   
 

× 成年後見人等ができないこと    
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